
 

人 事 院 会 議 議 事 録 

 

                                                              

会 議 日 

 令和７年３月１３日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

           川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）  柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （職員福祉局） 

             西職員福祉課長 

 

 議 題 

人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の改正 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の改正」につ

いて、担当局から別添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



 院 議 資 料  

  

 

 

人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正 

 

令和７年３月１３日 

職 員 福 祉 局 

 

１ 経緯 

気象庁は、地方気象台における観測予報業務体制を確保するため、平成31年４月

１日から、全国の地方気象台で特別宿日直勤務（本来業務と同様の勤務であるが勤

務密度が薄い断続的勤務を行うための宿日直勤務）を実施している。 

今般、気象庁から人事院に対し、オンラインによる連絡ツールの発達等により、

特別宿日直勤務を実施することなく必要な業務体制を整備することが可能となった

ため、特別宿日直勤務を令和７年３月31日をもって廃止する旨の報告があった。 

 

２ 改正の必要性及び内容 

特別宿日直勤務を行うことができる官署及び業務は、人事院規則１５―１４（職

員の勤務時間、休日及び休暇）第13条第１項第３号に列挙されている。 

 今般、気象庁において、前述１のとおり地方気象台における特別宿日直勤務を廃

止すると判断されたことを受けて、同号から地方気象台を削除する改正を行う。 

 

３ 施行日等 

公布日：令和７年３月31日 

  施行日：令和７年４月１日 

 

以   上 
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